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消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（三朝町法定外公共物管理条例の一部改正） 

第１条 三朝町法定外公共物管理条例（平成15年三朝町条例第25号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１ 占用料 １ 占用料 

  略    略  



２ 生産物採取料 ２ 生産物採取料 

  略    略  

備考 備考 

１～７ 略 １～７ 略 

８ 消費税法（昭和63年法律第108

号）第６条第１項の規定により非

課税とされる土地の占用以外の占

用に係る１件の占用料の額は、こ

の表（備考７を除く。）の規定に

より計算して得た額に100分の108

を乗じて得た額（当該額に１円未

満の端数があるときは、これを切

り捨てた額。ただし、その額が100

円未満である場合にあっては、100

円）とするものとする。 

８ 消費税法（昭和63年法律第108

号）第６条第１項の規定により非

課税とされる土地の占用以外の占

用に係る１件の占用料の額は、こ

の表（備考７を除く。）の規定に

より計算して得た額に100分の105

を乗じて得た額（その額が100円未

満である場合にあっては、100円）

とするものとする。 

  

 

（三朝町道路占用料徴収条例の一部改正） 

第２条 三朝町道路占用料徴収条例（平成17年三朝町条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

  略   略  

備考 備考 

１～７ 略 １～７ 略 

８ １件の占用料の額が100円未満で

ある場合における当該占用料の額

は、100円とする。 

８ 一件の占用料の額が100円未満で

ある場合における当該占用料の額

は、100円とする。 



９ 消費税法（昭和63年法律第108号）

第６条第１項の規定により非課税と

される占用以外の占用に係る１件の

占用料の額は、この表（備考７を除

く。）の規定により計算して得た額

に100分の108を乗じて得た額（当該

額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額。ただし、その

額が100円未満である場合にあって

は、100円）とするものとする。 

９ 消費税法（昭和63年法律第108号）

第６条第１項の規定により非課税と

される占用以外の占用に係る１件の

占用料の額は、この表（備考７を除

く。）の規定により計算して得た額

に100分の105を乗じて得た額（その

額が100円未満である場合にあって

は、100円）とするものとする。 

  

 

（三朝町水道事業給水条例の一部改正） 

第３条 三朝町水道事業給水条例（平成10年三朝町条例第32号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「削除項」

という。）を削る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除項を除く。以下この条において「改

正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条に

おいて「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分

に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加え

る。 

 

改正後 改正前 

  

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法） 

第８条 管理者が施行する給水装置工事の

工事費用は、次の合計額に100分の108を

乗じた額とする。この場合において、１

円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

第８条 管理者が施行する給水装置工事の

工事費用は、次の合計額に100分の105を

乗じた額とする。この場合において、１

円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  



（代表者の選定） （代表者の選定） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する者

は、水道の使用に関する事項を処理させ

るため、代表者を選定し管理者に届け出

なければならない。 

第16条 次の各号の１に該当する者は、水

道の使用に関する事項を処理させるた

め、代表者を選定し管理者に届け出なけ

ればならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（水道の使用、中止、変更等の届出） （水道の使用、中止、変更等の届出） 

第19条 水道使用者等は、次の各号のいず

れかに該当するときは、あらかじめ管理

者に届け出なければならない。 

第19条 水道使用者等は、次の各号の１に

該当するときは、あらかじめ管理者に届

け出なければならない。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

２ 水道使用者等は、次の各号のいずれか

に該当するときは、速やかに管理者に届

け出なければならない。 

２ 水道使用者等は、次の各号の１に該当

するときは、速やかに管理者に届け出な

ければならない。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

  

（料金） （料金） 

第24条 料金は、第17条第１項ただし書の

規定を除くほか、すべて口径別料金とし、

別表第２に定める基本料金と超過料金と

の合計額に100分の108を乗じて得た金額

とする。この場合において、１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 

第24条 料金は、第17条第１項ただし書の

規定を除くほか、すべて口径別料金とし、

別表第２に定める基本料金と超過料金と

の合計額に100分の105を乗じて得た金額

とする。この場合において、１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 

 ２ 料金は、毎月徴収する。 

  

（使用水量の認定） （使用水量の認定） 

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用水量を認定する。 

第26条 管理者は、次の各号の１に該当す

るときは、使用水量を認定する。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

２ 略 ２ 略 

  



（料金の徴収方法） （料金の徴収方法） 

第28条 料金は、納入通知書、集金又は口

座振替の方法により毎月徴収する。ただ

し、水道の使用者が希望するときは、２

か月以上まとめて基本料金のみ徴収する

ことができる。 

第28条 料金は、納入通知書により毎月徴

収する。ただし、水道の使用者が希望す

るときは、２か月以上まとめて基本料金

のみ徴収することができる。 

  

（給水の停止） （給水の停止） 

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、水道使用者等に対し、

その理由を継続する間、給水を停止する

ことができる。 

第33条 管理者は、次の各号の１に該当す

るときは、水道使用者等に対し、その理

由を継続する間、給水を停止することが

できる。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

  

（給水装置の切離し） （給水装置の切離し） 

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに

該当する場合で、水道管理上必要がある

と認めたときは、給水装置を切り離すこ

とができる。 

第34条 管理者は、次の各号の１に該当す

る場合で、水道管理上必要があると認め

たときは、給水装置を切り離すことがで

きる。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

  

（過料） （過料） 

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該

当する者に対し５万円以下の過料を科す

ることができる。 

第35条 町長は、次の各号の１に該当する

者に対し５万円以下の過料を科すること

ができる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

  

 

（三朝町簡易水道等給水条例の一部改正） 

第４条 三朝町簡易水道等給水条例（平成９年三朝町条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下この条において「削除項」

という。）を削る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除項を除く。以下この条において「改



正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条に

おいて「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分

に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加え

る。 

 

改正後 改正前 

  

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法） 

第８条 町長が施行する給水装置の新設等

の工事費は、次の合計額に100分の108を

乗じた額とする。この場合において、１

円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

第８条 町長が施行する給水装置の新設等

の工事費は、次の合計額に100分の105を

乗じた額とする。この場合において、１

円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（代表者の選定） （代表者の選定） 

第17条 次の各号のいずれかに該当する者

は、水道の使用に関する事項を処理させ

るため代表者を選定し、町長に届け出な

ければならない。 

第17条 次の各号の１に該当する者は、水

道の使用に関する事項を処理させるため

代表者を選定し、町長に届け出なければ

ならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（水道の使用中止、変更等の届出） （水道の使用中止、変更等の届出） 

第20条 水道使用者等は、次の各号のいず

れかに該当するときは、あらかじめ町長

に届け出なければならない。 

第20条 水道使用者等は、次の各号の１に

該当するときは、あらかじめ町長に届け

出なければならない。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

２ 水道使用者等は、次の各号のいずれか

に該当するときは、速やかに町長に届け

出なければならない。 

２ 水道使用者等は、次の各号の１に該当

するときは、速やかに町長に届け出なけ

ればならない。 

 (１)～(４) 略  (１)～(４) 略 



  

（料金） （料金） 

第25条 料金は、第18条第１項ただし書の

規定を除くほか、すべて口径別料金とし、

別表第３に定める基本料金と超過料金と

の合計額に100分の108を乗じて得た金額

とする。この場合において、１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 

第25条 料金は、第18条第１項ただし書の

規定を除くほか、すべて口径別料金とし、

別表第３に定める基本料金と超過料金と

の合計額に100分の105を乗じて得た金額

とする。この場合において、１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 

 ２ 料金は、毎月徴収する。 

  

(使用水量の認定) (使用水量の認定) 

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該

当するときは、使用水量を認定する。 

第27条 町長は、次の各号の１に該当する

ときは、使用水量を認定する。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（料金の徴収方法） （料金の徴収方法） 

第29条 料金は、納入通知書、集金又は口

座振替の方法により毎月徴収する。ただ

し、水道の使用者が希望するときは、２

か月以上まとめて基本料金のみ徴収する

ことができる。 

第29条 料金は、納入通知書により毎月徴

収する。ただし、水道の使用者が希望す

るときは、２か月以上まとめて基本料金

のみ徴収することができる。 

  

（給水の停止） （給水の停止） 

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該

当するときは、水道使用者等に対し、そ

の理由を継続する間、給水を停止するこ

とができる。 

第34条 町長は、次の各号の１に該当する

ときは、水道使用者等に対し、その理由

を継続する間、給水を停止することがで

きる。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

  

（給水装置の切離し） （給水装置の切離し） 

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該

当する場合で、水道管理上必要があると

第35条 町長は、次の各号の１に該当する

場合で、水道管理上必要があると認めた



認めたときは、給水装置を切り離すこと

ができる。 

ときは、給水装置を切り離すことができ

る。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

  

（過料） （過料） 

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該

当する者に対し５万円以下の過料を科す

ることができる。 

第36条 町長は、次の各号の１に該当する

者に対し５万円以下の過料を科すること

ができる。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

  

 

（三朝町温泉配湯条例の一部改正） 

第５条 三朝町温泉配湯条例（平成23年三朝町条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条において「移動号」

という。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下この条に

おいて「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、

移動号に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動号（以下この条において「削

除号」という。）を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く。以下この条

において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号

の表示を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当

該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合

には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当

該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（使用料金） （使用料金） 

第12条 利用者は、配湯に係る使用料金と

して別表に定める基本料金と超過料金と

の合計額に100分の108を乗じて得た金額

（当該額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）を納めなけれ

ばならない。 

第12条 利用者は、配湯に係る使用料金と

して別表に定める基本料金と超過料金と

の合計額に100分の105を乗じて得た金額

（当該額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）を納めなけれ

ばならない。 



２ 略 ２ 略 

  

（使用料金の納付及び還付） （使用料金の納付及び還付） 

第15条 使用料金は、納入通知書、集金又

は口座振替の方法により当月分を翌月10

日までに納付しなければならない。 

第15条 使用料金は、町が発行する納入通

知書により当月分を翌月10日までに納付

しなければならない。 

  

（手数料） （手数料） 

第23条 指定工事業者は、次の各号に掲げ

るときは、当該各号に定める手数料を町

長に納付しなければならない。 

第23条 指定工事業者は、次の各号に掲げ

るときは、当該各号に定める手数料を町

長に納付しなければならない。 

(１) 指定工事業者の指定を受けたとき

 5,000円 

(１) 第１種指定工事業者の指定を受け

たとき 5,000円 

 (２) 第２種指定工事業者の指定を受け

たとき 3,000円 

(２) 略 (３) 略 

  

 

（三朝町公共下水道条例の一部改正） 

第６条 三朝町公共下水道条例（昭和61年三朝町条例第27号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対

応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する

改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（使用料の額） （使用料の額） 

第22条の２ 使用料の額は、使用者が排除

した汚水の量（以下「排除汚水量」とい

う。）に応じ、別表第１に定める基本料

金と超過料金との合計額に100分の108を

第22条の２ 使用料の額は、使用者が排除

した汚水の量（以下「排除汚水量」とい

う。）に応じ、別表第１に定める基本料

金と超過料金との合計額に100分の105を



乗じて得た金額とする。この場合におい

て、１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。 

乗じて得た金額とする。この場合におい

て、１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。 

  

（特別な場合における使用料の算定） （特別な場合における使用料の算定） 

第22条の５ 月の中途において、公共下水

道の使用を開始し、休止し、又は廃止を

したときの使用料は、使用期間が１月未

満のときは、１月とみなし計算する。 

第22条の５ 月の中途において、公共下水

道の使用を開始し、休止し、又は廃止を

したときの使用量は、使用期間が１月未

満のときは、１月とみなし計算する。 

  

（使用料の徴収方法）  （使用料の徴収方法） 

第22条の６ 使用料は、納入通知書、集金

又は口座振替の方法により毎月徴収す

る。ただし、町長が必要があると認める

ときは、この限りでない。 

第22条の６ 使用料は、町長が発行する納

入通知書により毎月徴収する。ただし、

町長が必要があると認めるときは、この

限りでない。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

 

（三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成６年三朝町条例第19

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（使用料） （使用料） 

第11条 略 第11条 略 

２ 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に

応じ、別表第２に定める基本料金と超過

料金との合計額に100分の108を乗じて得

た金額とする。この場合において、１円

未満の端数があるときは、その端数金額

２ 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に

応じ、別表第２に定める基本料金と超過

料金との合計額に100分の105を乗じて得

た金額とする。この場合において、１円

未満の端数があるときは、その端数金額



を切り捨てるものとする。 を切り捨てるものとする。 

３ 略 ３ 略 

  

 

（三朝町営国民宿舎ブランナールみささ使用料及び手数料徴収条例の一部改正） 

第８条 三朝町営国民宿舎ブランナールみささ使用料及び手数料徴収条例（昭和38年三朝

町条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に

対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（使用料） （使用料） 

第２条 ブランナールの使用料は、次の各

号に掲げる金額の範囲内で、別に国民宿

舎事業管理規程で定める金額に100分の

108を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。 

第２条 ブランナールの使用料は、次の各

号に掲げる金額に100分の105を乗じて得

た額とする。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

  

（手数料） （手数料） 

第２条の２ 手数料は、飲食物を各室に配

膳した場合に配膳した飲食物の料金に

100分の10を乗じて得た額に100分の108

を乗じて得た額とする。この場合におい

て、１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。 

第２条の２ 手数料は、飲食物を各室に配

膳した場合に配膳した飲食物の料金に

100分の10を乗じて得た額とする。 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日（以下「施行日」という。）に施行する。ただし、第



２条の規定（三朝町道路占用料徴収条例の改正規定中「100分の105」を「100分の108」

に改正する規定及び「を乗じて得た額（」の次に「当該額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額。ただし、」を加える規定を除く。）、３条の規定（三朝町水

道事業給水条例第８条第１項及び第24条第１項の改正規定を除く。）、第４条の規定（三

朝町簡易水道等給水条例第８条第１項及び第25条第１項の改正規定を除く。）、第５条

の規定（三朝町温泉配湯条例第12条第１項の規定を除く。）及び第６条の規定（三朝町

公共下水道条例第22条の２の改正規定を除く。）は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の三朝町法定外公共物管理条例及び第２条の規定による改

正後の三朝町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に行う占用の許可に係る占用料

について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例によ

る。 

３ 第３条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第８条第１項の規定及び第４条

の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第８条第１項の規定は、平成25年10月

１日（以下「指定日」という。）以後に着手する工事（施行日前に完成する工事を除く。）

について適用し、指定日前に着手した工事については、なお従前の例による。 

４ 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用

及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施

行日から平成26年４月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料

金については、第３条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条第１項若し

くは第４条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条第１項の規定又は第

５条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第１項の規定及び第６条の規定に

よる改正後の三朝町公共下水道条例第22条の２の規定又は第７条の規定による改正後の

三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第２項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 


